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熊本県告示第１８９号 
 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２４条の６の６第１項第１号の規定により次の
とおり処分をしたので、同法第２４条の６の８の規定により告示する。 
  平成２１年３月１３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 被処分者 
 （１）屋号                 ダイレクトファイナンス 
 （２）氏名                     緒方 睦士 
 （３）主たる営業所等の所在地    宇土市松山町１９２８－１テニスハイツ松山１Ｆ 
 （４）登録番号                  熊本県知事（２）第０２２６５号 
 （５）登録年月日                平成１８年５月８日 
２ 処分の年月日 
    平成２１年３月３日 
３ 処分の内容 
  貸金業登録の取消し 
４ 適用条文 
   貸金業法第２４条の６の６第１項第１号 

 
 
 

第１１７８８号 

平成21年3月13日(金) 

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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熊本県告示第１９０号 
 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により堤防と道路との兼用
工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第２項の規定により告示する。 
 その関係図書は、熊本県土木部河川課及び熊本県宇城地域振興局土木部に備え置いて縦
覧に供する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 河川の名称 

二級河川大野川水系浅川 
２ 河川管理施設の名称又は種類 

浅川右岸堤防 
３ 河川管理施設の位置 
    宇城市松橋町内田９４４番１地先から 
  宇城市松橋町内田９００番１地先まで 
４ 管理を行う者の氏名及び住所 
    道路管理者 宇城市 代表者 宇城市長 篠﨑鐵男 
    宇城市松橋町大野８５番地 
５ 管理の内容 
 (１) 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕は、 
   道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専 
   ら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。）については道路管理者が、当該施

設以外の部分については河川管理者が行うものとする。 
 (２) 路肩に接する法面で、当該法肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものにつ 
   いては、道路管理者が維持を行うものとする。 
  (３) 原則として道路専用施設に係る災害復旧は、道路管理者が行うものとする。 
６ 管理の期間 
  平成２１年２月１２日から道路の存続する日まで 

 
 
熊本県告示第１９１号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年３月１３日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防訪問介護）                                                      
事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 
アイホームなすび 
宇城市小川町北小野１３７９番地 

有限会社内田建設 平成２１年３月２日 

 
 
熊本県告示第１９２号 
 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２４条の６の５第１項第１号の規定により次の
とおり処分をしたので、同法第２４条の６の８の規定により告示する。 
  平成２１年３月１３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
１ 被処分者 
 （１）屋号                 ダイセイ 
 （２）氏名                     田島 英治 
 （３）主たる営業所等の所在地    熊本県玉名市繁根木１１７番地７グリーンビル３階 
 （４）登録番号                  熊本県知事（１）第０２３９０号 
 （５）登録年月日                平成１８年５月２６日 
２ 処分の年月日 
    平成２１年３月３日 
３ 処分の内容 
  登録の取消し 
４ 適用条文 
 （１）貸金業法第６条第１項第５号 
 （２）貸金業法第２４条の６の５第１項第１号 

 
 
熊本県告示第１９３号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県天草市河浦町新合字池ノ尾２９００番、２９０１ 
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 番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字池ノ尾２９０１番１（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第１９４号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第５条第１項の規定により
少年に優良な興行として平成２１年３月４日次のように推奨したので、同条第２項の規定
により告示する。 
    平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

  種 別      題       名 推 奨  理 由

推奨映画 

 

映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史（東宝）   少年を健全に

育成するうえに

有益である。 
 

 
熊本県告示第１９５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

前

  7.1 
  ～ 
  7.2 

 39.2  
一般県道 熊本浜線 熊本市良町四丁目 

      ４４３番３地先から 
同所 
      ４２８番１地先まで 

後

  9.1 
  ～ 
  9.2 

 39.2  

道路法

第２４

条工事 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月１３日 
 

 
熊本県告示第１９６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

前

 12.5  
  ～ 
 55.0  

2,059.7 
一般国道 ２１９号 球磨郡球磨村大字大瀬字御用

瀧 
    １１１２番１地先から 
同村大字大瀬字黒那子 
    ２５３４番６地先まで 

 

後

 12.5  
  ～ 

 

2,059.7 

地域連

携国道 
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 55.0   

 
 12.5 
  ～ 
 13.0 

1,115.0 

 

前

  9.6 
  ～ 
  9.8 

  5.7 
主要地方道 熊本大津

線 
合志市豊岡字八丁杉 
  ２５０２番１６地先から 
同所 
  ２５０２番９１地先まで 

後

 13.6 
  ～ 
 13.8 

  5.7 

緊道整

Ｂ 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月１３日 
 

 
熊本県告示第１９７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 11.0 
  ～ 
 67.5  

 479.9 
 

前

  8.0 
  ～ 
 44.8 

2,350.0 

葦北郡芦北町大字女島字天口 
    ４５６番１５地先から 
同町大字女島字勝浦 
    ６３３番地先まで 

後

 11.0 
  ～ 
 67.5  

 479.9 

前

  8.0 
  ～ 
 45.0 

 137.7 

主要地方道 水俣田浦

線 

葦北郡芦北町大字女島字大丸 
  ４２２番地先から 
同町大字女島字大星 
  ４０８番１、４２１番１

合併地先まで 後

  8.0 
  ～ 
 38.0 

 137.7 

 11.0 
  ～ 
 23.0 

 154.0 
 

前

  4.0 
  ～ 
 15.0 

 110.0 

一般県道 越小場湯

浦線 
葦北郡芦北町大字高岡 
  ３４７番３地先から 
同所 
  ２０１番２地先まで 

後

 11.0 
  ～ 
 23.0 

 154.0 

旧道移

管 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月１３日 
 

 
熊本県告示第１９８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１３日 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 
備 考

熊本市月出五丁目 
     ４８５番地先から 
同所 
     ４９０番地先まで 

25.0 一般県道 戸島熊本線 

熊本市小峯二丁目 
     ７５番地先から 
同所 
     ２５２７番１２地先まで 

50.0 

緊道整

Ｂ 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月１３日 
 

 
熊本県告示第１９９号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により指定相談
支援事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年３月１３日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
事業所の名称及び所 
在地 

事業者の名称、主た 
る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日

 

  事業所番号 サービスの

種類 

地域生活支援センタ

ー ぎんなん 
熊本市新町１丁目７

－２２ 

社会福祉法人 熊本

市手をつなぐ育成会 
熊本市花畑町３番１

号熊本市役所花畑町

別館内  
川村 隼秋  

平成２１年

 ４月１日

4330100720 相談支援 

 
 
熊本県告示第２００号 
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第
５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。 
  平成２１年３月１３日 
                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 熊本市   
 (１)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小塚川（２０１－３－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市貢町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (２)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号)  
       万楽寺谷２（２０１－３－００２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
            熊本市万楽寺町 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
       次の図のとおり 
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
            土石流 
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。）                                             
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  (３)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号）  
       松ヶ迫－１（２０１－１－００１－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
       次の図のとおり 
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
            急傾斜地の崩壊 
     オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
      の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
      関する事項 
         次の図のとおり 
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。）                                               
  (４)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
       松ヶ迫－２（２０１－１－００１－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
            熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
       次の図のとおり 
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
            急傾斜地の崩壊 
     オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
      の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
      関する事項 
         次の図のとおり 
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。）                                      
 (５)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      山下（２０１－１－００２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市北迫町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (６)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      筒井－１（２０１－１－００３－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市北迫町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (７)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      筒井－２（２０１－１－００３－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市北迫町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (８)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      尾ノ上（２０１－１－００４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (９)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      又丸屋敷（２０１－１－００５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (10)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小堂（２０１－１－００６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (11)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      居屋敷（２０１－１－００７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (12)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      柳浦・下畑－１（２０１－１－００８－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (13)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      柳浦・下畑－２（２０１－１－００８－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (14)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      外井川１（２０１－１－００９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (15)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      外井川２（２０１－１－０１０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (16)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大浦屋敷（２０１－１－０１１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (17)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      谷山（２０１－１－０１２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
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    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (18)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      古屋敷（２０１－１－０１３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (19)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中村屋敷（２０１－１－０１９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (20)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      北原（２０１－１－０２５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (21)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      城ヶ辻－１（２０１－１－０２６－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (22)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      城ヶ辻－２（２０１－１－０２６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (23)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      山ノ上（２０１－１－０２７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (24)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      東屋敷－１（２０１－１－０２８－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市下硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (25)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      東屋敷－２（２０１－１－０２８－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市下硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (26)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      登立（２０１－１－０２９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市下硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (27)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前田・出口－１（２０１－１－０３０－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町、梶尾町 
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       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (28)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前田・出口－２（２０１－１－０３０－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町、梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (29)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前田・出口－３（２０１－１－０３０－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町、梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (30)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      宇土－１（２０１－１－０３１－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (31)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      宇土－２（２０１－１－０３１－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (32)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      柳迫（２０１－１－０３２） 
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       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (33)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      近津（２）－１（２０１－１－１２７－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市松尾町近津 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (34)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      近津（２）－２（２０１－１－１２７－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市松尾町近津 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (35)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      近津（２）－３（２０１－１－１２７－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市松尾町近津 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (36)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      島崎５丁目１（２０１－１－１２９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市島崎５丁目 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
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  (37)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      島崎５丁目２（２０１－１－１３０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市島崎５丁目 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (38)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      宮の本（２０１－１－１３２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (39)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      迎平－１（２０１－１－１６１－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (40)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      迎平－２（２０１－１－１６１－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (41)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      立石（２０１－２－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (42)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西久保１（２０１－２－００２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (43)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西久保２（２０１－２－００３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (44)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前田（２０１－２－００４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (45)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      向原（２０１－２－００５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市小糸山町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (46)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      浦田（２０１－２－００６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市小糸山町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (47)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      松尾原（２０１－２－００７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (48)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      井上（２０１－２－００８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (49)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      井出元（２０１－２－００９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (50)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前畑（２０１－２－０１０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (51)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      水吐（２０１－２－０１１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
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    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (52)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中野（２０１－２－０１２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市改寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (53)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      山下（２０１－２－０１３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市北迫町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (54)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大浦屋敷（２０１－２－０１４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (55)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉尾屋敷－１（２０１－２－０１５－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (56)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉尾屋敷－２（２０１－２－０１５－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市西梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (57)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      井川迫（２０１－２－０１６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市大鳥居町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (58)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      荊平、北原（２０１－２－０１７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市大鳥居町、梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (59)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      陣内屋敷（２０１－２－０１８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (60)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      本村屋敷（２０１－２－０１９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (61)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      古屋敷（２０１－２－０２０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
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       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (62)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      古閑原（２０１－２－０２１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (63)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      前田（２０１－２－０２２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市梶尾町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (64)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小原（２０１－２－０２６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市立福寺町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (65)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中村屋敷（２０１－２－０２９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (66)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      本村屋敷（２０１－２－０３０） 
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       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市硯川町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (67)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      北原（２０１－２－０３２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (68)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      長峰屋敷（２０１－２－０３３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (69)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      上古閑（２０１－２－０３４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (70)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      葉山（２０１－２－０３５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
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  (71)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西六反割（２０１－２－０３６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市四方寄町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (72)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      権現谷２（２０１－２－０３７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市飛田２丁目 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (73)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      鳥越、尾迫（２０１－２－０３８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市飛田１、２丁目 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (74)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      北平（２０１－２－０３９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市鶴羽田町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (75)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      八反田－１（２０１－２－０４２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市貢町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (76)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      八反田－２（２０１－２－０４２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市貢町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (77)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      石場（２０１－２－０７９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (78)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      堀切（２０１－２－０８０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (79)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      木戸田－１（２０１－２－０９２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市小糸山町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (80)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      木戸田－２（２０１－２－０９２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市小糸山町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (81)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      古閑屋敷（２０１－２－０９５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市楠野町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
  (82)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      蛇の尾（２０１－２－０９９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      熊本市谷尾崎町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び熊本土木事務所に備 
    え置いて縦覧に供する。） 
２ 芦北町 
  (１)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      計石川（４８２－１－０５９） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (２)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      惣崎川（４８２－１－０６０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (３)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      惣崎川（４８２－１－０６１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
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        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (４)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      中平川（４８２－１－０６２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (５)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      日足川（４８２－１－０６３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (６)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      千崎川（４８２－１－０６７） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町道川内 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (７)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      本村川（４８２－１－０６８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町道川内 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (８)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      峰崎川（４８２－１－０７４） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (９)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      古東泉寺川（４８２－１－０７５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
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      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (10)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      花北川（４８２－１－０７６） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (11)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      宮前川（４８２－１－０７７） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (12)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      湯治川（４８２－１－１０６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (13)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      花園東川２－１（４８２－１－１０７－１） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (14)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      花園東川２－２（４８２－１－１０７－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (15)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      花園東川３（４８２－１－１０８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
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      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (16)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      五本松川（４８２－１－１０９） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (17)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      下五本松川（４８２－１－１１０） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (18)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      伊徳庵川（４８２－１－１１１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (19)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      谷川（４８２－１－１１２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (20)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      谷丁川（４８２－１－１１３） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (21)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      杉谷川（４８２－１－１１５） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
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      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (22)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      差口川（４８２－２－０３７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町計石 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (23)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      井樋川（４８２－２－０６８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (24)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      川原川（４８２－２－０７０） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (25) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      鶴木山川－１（４８２－１－０５３－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (26) ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      鶴木山川－２（４８２－１－０５３－２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
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    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 （27)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      本村川（４８２－１－０５４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
        （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。）    
  (28)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      村木川（４８２－１－０５５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (29)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      坪木川（４８２－１－０５６） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (30)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      小浦川（４８２－１－０５７） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (31)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小浦川（４８２－１－０５８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町鶴木山 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (32)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中平川－１（４８２－１－０６４－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町白岩 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
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      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (33)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中平川－２（４８２－１－０６４－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町白岩 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (34)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大丸川（４８２－１－０６６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町白岩 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (35)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      道川内川１（４８２－１－０６９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町道川内 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (36)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      道川内川２（４８２－１－０７０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町乙千屋 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 （37)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      越地川－１（４８２－１－０７２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
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      芦北町乙千屋 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (38)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      越地川－２（４８２－１－０７２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町乙千屋 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (39)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下宮浦川３（４８２－１－０７９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町宮浦   
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (40)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      上宮浦川（４８２－１－０８０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町宮浦 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (41)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      宮浦川１（４８２－１－０８２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町伏木氏 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (42)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      宮浦川２（４８２－１－０８３） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町伏木氏 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (43)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      宮浦川３（４８２－１－０８４） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
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      芦北町伏木氏 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (44)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      宮浦川４（４８２－１－０８５） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町伏木氏 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (45)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      兼丸川－１（４８２－１－０８６－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町八幡 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (46)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      兼丸川－２（４８２－１－０８６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町八幡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (47)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      桑原川（４８２－１－０８８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町桑原 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (48)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      川内川（４８２－１－０８９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町桑原 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
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    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (49)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      管無田川（４８２－１－０９０） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町桑原 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (50)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      牛渕川（４８２－１－１０５） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町田川 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (51)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      飽草川（４８２－２－０３９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町乙千屋 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (52)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大丸川（４８２－２－０４１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町宮浦 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (53)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下赤江川（４８２－２－０５７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町田川 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (54)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      松原川－１（４８２－２－０５８－１） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町田川  
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
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      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (55)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      松原川－２（４８２－２－０５８－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町田川 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (56)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下赤江川（４８２－２－０５９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町田川  
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (57)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      田川川（４８２－２－０６０） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町田川 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (58)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      松原川（４８２－２－０６６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町田川 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (59)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      見附川（４８２－２－０６７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町八幡  
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
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        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (60)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      花岡東川１（４８２－２－０６９） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      芦北町花岡 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (61)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      飽草川２（４８２－３－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      芦北町乙千屋 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び芦北地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 多良木町   
 (１)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下槻木（５０５－２－０１９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (２)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      鶴の才２（５０５－２－０２０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木  
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (３)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      平谷３（５０５－２－０２１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (４)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      平谷２（５０５－２－０２２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      多良木町槻木  
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (５)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      平谷１（５０５－２－０２３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (６)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      永谷１（５０５－２－０２４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (７)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      永谷２（５０５－２－０２５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (８)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      横尾（５０５－２－０２６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
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  (９)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      湯ノ田（５０５－２－０２７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (10)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      湯ノ原２（５０５－２－０２８） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (11)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      湯ノ原１（５０５－２－０２９） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (12)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      本園（５０５－２－０３０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (13)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      フドノ藪（５０５－２－０３１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (14)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      御大師３（５０５－２－０３２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (15)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下槻木（５０５－２－０３３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (16)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      御大師３（５０５－２－０３４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (17)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      下槻木（５０５－２－０３５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (18)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      御大師２（５０５－２－０３６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (19)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      御大師１（５０５－２－０３７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
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    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (20)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      鶴の才３（５０５－１００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (21)  ア 土砂災害警戒区域の箇所名（番号） 
      鶴の才４（５０５－１００２） 
       イ 土砂災害警戒区域の所在地 
      多良木町槻木 
       ウ 土砂災害警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 

 
   
熊本県告示第２０１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡高森町大字尾下字谷向６２７番、６３１番、

６３２番、６３８番 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
阿蘇地域振興局並びに高森町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第２０２号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字長野字吉岡２５１４番４（次 
 の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
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部森林保全課及び熊本県阿蘇地域振興局並びに南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第１１６号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第３項の規定に基づき、本渡土地改
良区理事長塩田實治から中岳地区の換地処分をした旨の届出があった。 
    平成２１年３月１３日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 

 
 
熊本県公告第１１７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供
する。 
    平成２１年３月１３日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 都市計画の種類 
   山鹿都市計画道路 ３・５・７号 中町大宮通線 
    山鹿都市計画道路 ３・６・８号 西中町泉町線 
    山鹿都市計画道路 ３・６・９号 日吉町線 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
    熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第１１８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  荒尾市増永字中牟田１７２２番１及び同１７２３番 
  １，６２６．５７平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
    菊池郡大津町吹田１１９０番１１ 
  三木 得願 

 
 
熊本県公告第１１９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月１３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  荒尾市下井手字三尾野１０４４番１６の一部、同１０４４番１７、同１１０６番１の 
 一部、同１１０６番３、同１１１２番１、同１１１２番３、同１１１２番４、同１１１ 
 ２番５の一部、同１１１４番、同１１１５番の一部、同１１１７番１、同１１１７番２、 
 同１１１９番、同１１２０番、同１１２１番１、同１１２１番２、同１１２２番１、同 
 １１２２番２、同１１３３番１、同１１３３番２、同１１３４番１、同１１３４番２、 
 同１１３４番３及び同１１３６番 
  ８，４８５．２４平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
    荒尾市一部９１１番地２ 
    美尾野開発株式会社 
 
 
 
 
 
宇城地域保健医療推進協議会公告第１号 
 宇城地域保健医療推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続きは、次のとおり。 
  平成２１年３月１３日 
                       宇城地域保健医療推進協議会長    

 公  告 

 登載依頼 



 平成21年3月13日 金曜    熊 本 県 公 報          第１１７８８号 39 

１ 開催日時 
  平成２１年３月１８日（水） 午後２時から４時まで 
２ 場所 
  松橋ホワイトパレス ３階クリスタルホール（宇城市松橋町松橋１３３０－１） 
３ 議題 
  （１）第５次宇城地域保健医療計画の変更について 
 （２）第５次宇城地域保健医療計画の評価について 
 （３）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
  （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会議場において受付のう 
   え事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
    宇城市松橋町久具４００－１ 
  宇城地域保健医療推進協議会事務局（宇城保健所総務企画課） 
    （電話０９６４－３２－２４１６） 

 
 
菊池地域保健医療推進協議会公告第１号 
 平成２０年度菊池地域保健医療推進協議会を、次のとおり開催する。 
 なお、当協議会の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２１年３月１３日 
                                      菊池地域保健医療推進協議会長    
１ 開催日時 
  平成２１年３月１９日（木） 
  午後３時３０分から午後５時３０分まで 
２ 開催場所 
  菊池市隈府１２７２－１０ 
  熊本県菊池地域振興局 別館２階大会議室 
３ 議題 
 （１）第５次菊池地域保健医療計画の推進状況について 
 （２）救急医療専門部会報告について 
 （３）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当会議の会場において、菊池地域保

健医療推進協議会事務局の許可を得たうえで、入室できる。 
  （２）傍聴の手続は、先着順に行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  菊池市隈府１２７２－１０ 
  菊池地域保健医療推進協議会事務局 
  （熊本県菊池保健所総務企画課） 
   （電話０９６８－２５－４１５６） 

 
 
熊本県労働審議会公告第３号 
 熊本県労働審議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２１年３月１３日 
                   熊本県労働審議会 会長 山 下  勉    
１ 開催日時 
  平成２１年３月２５日（水） 
  午後１時３０分から午後３時まで 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁 本館５階 審議会室 
３ 議題 
 (１) 第９次熊本県職業能力開発計画及び第４期熊本県労働行政プランの策定に向けた 
   平成２１年度以降のスケジュール（案）について 
 (２) その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、 
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   会長の許可を得たうえで、会議の会場に入ることができる。 
 (２) 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県労働審議会事務局（熊本県商工観光労働部労働雇用総室労働企画班） 
   （電話０９６－３３３－２３３８）   

 
 
  熊本県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２１年３月１３日 
                                    熊本県教育委員会委員長 中 原 盛 敏    
熊本県教育委員会規則第５号 
   熊本県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 
  熊本県教育委員会公告式規則（昭和３１年熊本県教育委員会規則第５号）の一部を次の
ように改正する。 
  第３条第１項中、「その他公表を要するもの」を「その他公表を要するもの（熊本県教
育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２０年熊本県教育委員会規則第
５号）第２条第１項各号に規定する事務に限る）」に改める。 
   附 則 
  この規則は、公布の日から施行する。 

 
 
熊本県感染症発生動向調査企画委員会公告第６号 
 熊本県感染症発生動向調査企画委員会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
    平成２１年３月１３日 
                                    熊本県感染症発生動向調査企画委員会 
                          委員長 古 瀬 昭 夫    
１ 開催日時 
  平成２１年３月１８日（水） 
  午後７時から午後９時まで 
２  開催場所 
    熊本市東町四丁目１１番１号 
    熊本県健康センター ３階会議室 
３ 議題 
   平成２１年２月分の感染症発生動向調査の解析評価について 
４ 傍聴者の定員   
    １０人 
５ 傍聴手続 
  (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、委員会の 
   委員長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
  (２) 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６  問い合わせ先  
   熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県感染症発生動向調査企画委員会事務局（熊本県健康福祉部健康危機管理課） 
   （電話０９６－３３３－２２４０） 

 
 
 熊本県職員等の定年等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年３月１３日 
                                    熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之    
熊本県人事委員会規則第３号 
   熊本県職員等の定年等に関する規則の一部を改正する規則 
 熊本県職員等の定年等に関する規則（昭和６０年熊本県人事委員会規則第１号）の一部
を次のように改正する。 
 別記第１号様式から第４号様式までの「殿」を「様」に改める。 
   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 

 
 
熊本県公安委員会規則第２号 
  熊本県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
    平成２１年３月１３日 
                     熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   
      熊本県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則 
  熊本県警察の組織に関する規則（平成６年熊本県公安委員会規則第９号）の一部を次の
ように改正する。 
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 第２条中「８課１室」を「９課」に、「留置管理室」を「留置管理課」に改める。 
 第９条の２（見出しを含む。）中「留置管理室」を「留置管理課」に改める。 
 第１０条中「４課１室」を「５課」に、「通信指令室」を「通信指令課」に改める。 
 第１４条の２（見出しを含む。）中「通信指令室」を「通信指令課」に改める。 
  第１５条の２中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 
 第１８条に次の１号を加える。 
 (11)通訳及び翻訳に関すること。 
 第３０条中「２課１室１隊」を「３課１隊」に、「国際テロ・外事対策室」を「外事課」 
に改める。                                                               
 第３１条第２号及び第３号中「国際テロ・外事対策室」を「外事課」に改める。 
 第３２条の２（見出しを含む。）中「国際テロ・外事対策室」を「外事課」に改める。 
 第３７条第１項中「、留置管理室、通信指令室及び国際テロ・外事対策室に室長を」を
削り、同条第２項中「、室長」及び「、室」を削る。 
 第４１条第１項中「、留置管理室、通信指令室、国際テロ・外事対策室」を削る。 
      附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２１年３月２７日から施行する。 
 （熊本県公安委員会公印規則の一部改正） 
２ 熊本県公安委員会公印規則（平成１３年熊本県公安委員会規則第１３号）の一部を次

のように改正する。 
  第３条第３項中「、副室長」を削る。 
 （熊本県留置施設視察委員会に関する規則の一部改正） 
３ 熊本県留置施設視察委員会に関する規則（平成１９年熊本県公安委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 
  第３条第２項中「熊本県警察本部留置管理室長」を「熊本県警察本部留置管理課長」

に改める。 
  第４条第２項中「熊本県警察本部留置管理室」を「熊本県警察本部留置管理課」に改 
 める。 
 （熊本県警察国有物品管理規則の一部改正） 
４ 熊本県警察国有物品管理規則（昭和３９年熊本県公安委員会規則第３２号）の一部を

次のように改正する。 
  第４条第１項中「、留置管理室、通信指令室、国際テロ・外事対策室」を削り、同条

第２項中「、留置管理室、通信指令室、国際テロ・外事対策室においては室長」を削る。 
 

 
 熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２１年３月１３日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第１号 
      熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 
  熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年熊本県人事委員会規則第２号）
の一部を次のように改正する。 
 第６条第２号を削り、同条第３号中「県立学校管理規則」を「熊本県立学校管理規則（ 
昭和３２年熊本県教育委員会規則第６号。以下「県立学校管理規則」という。）」に、「
及び」を「又は」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号中「勤務」を「当直勤務」
に改め、同号を同条第３号とし、第５号を第４号とし、第４号の次に次の１号を加える。 
  (５) 福祉総合相談所又は清水が丘学園における入所者の生活指導等のための当直勤務

第７条の２中「第６条第１項第３号」を「第６条第１項第２号」に改める。 
 第１２条の３の次に次の１条を加える。 
第１２条の４ 病気休暇は、必要に応じて１日又は１時間を単位として取り扱うものとす

る。ただし、職員が精神性疾患による休職から復職するに当たり勤務を軽減する必要が
あると任命権者が認める場合においては、１日に割り振られた勤務時間の２分の１を超
えない範囲内で、１時間を単位として取り扱うものとする。 

 第１３条の表１３の項中「１月以内」を「４０日以内」に改め、同表１５の項中「複数」
を「２人」に改め、「６日」の次に「、３人以上いる場合にあっては７日」を加える。 
     附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。                                  

 
 
 熊本県職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
    平成２１年３月１３日 
                                   熊本県人事委員会委員長 清 塘 英 之    
熊本県人事委員会規則第２号 
      熊本県職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 
  熊本県職員の宿日直手当に関する規則（昭和２８年熊本県人事委員会規則第２号）の一
部を次のように改正する。 
  第３条第１項第１号中「及び同項第２号の勤務」を削り、同項第２号中「第６条第１項 
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第３号の勤務、同項第４号の勤務及び同項第５号の勤務（次号に規定する勤務を除く。)」 
を「第６条第１項第２号の勤務、同項第３号の勤務、同項第４号の勤務（次号に規定する
勤務を除く。）及び同項第５号の勤務」に改め、同項第３号中「第６条第１項第５号」を
「第６条第１項第４号」に改める。 
     附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。                    
 


